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令和５年第１２回大分市教育委員会会議録 

 

１ 日時     令和５年１２月２０日（水)  午後３時００分から午後３時４７分まで 

２ 場所    大分市役所第２庁舎６階 教育委員室 

３ 出席者   教育長    佐藤 光好 

一番委員   岡田 史絵 

二番委員   廣津留すみれ 

        三番委員   古城 一 

        四番委員   上杉 美穂子 

        五番委員   古城 和敬 

＊二番委員は、インターネットを利用した方法による出席 

     ４ 出席事務局職員 

教育部長             高田 隆秀 

教育部教育監           野田 秀一 

教育部次長            永田 浩貴 

教育部次長兼学校施設課長     佐藤 祐一 

大分市美術館副館長兼美術振興課長 水田 美幸 

教育総務課長           安東 英児 

学校教育課長           江隈 英明 

体育保健課長           三島 浩昭 

人権・同和教育課長        高橋 秀徳 

社会教育課長           足立 美乃里 

文化財課長            安東 孝浩 

大分市教育センター所長      小池 桂子 

教育総務課参事          額賀 寛 

５ 書記 

教育総務課参事補  石川 仁美    教育総務課主幹 小田部 晶子   

教育総務課主査   園田 哲也 

６ 傍聴人   ２名 

７ 議題 

 （１）議案 

（教議第７９号）大分市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則 

の一部改正について 

（教議第８０号）教育財産の用途廃止について 

（教議第８１号）大分市公民館管理規則の一部改正について 
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（教議第８２号）大分市公民館運営審議会委員の委嘱及び任命について 

（教議第８３号）市長の権限に属する事務の一部の委任に関する協議について 

（教報議第１８号）大分市公民館運営審議会委員の委嘱について 

（２）報告事項 

①大分市奨学資金制度検討委員会について 

    ②令和５年度全国・大分県の体力・運動能力等調査における大分市の結果について 

③令和５年請願第１号 教職員が保護者や地域とつながり、地域に根差した学校教育 

活動ができるための環境づくりを求める意見書提出方について 

④令和５年第４回市議会定例会における一般議案等について 

    ⑤令和５年度１２月補正予算について 

    ⑥令和５年第４回市議会定例会における質問・答弁事項について 

８ 会議の概要 

教育長 

 

教育長 

 

教育長  

 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

ただいまより、令和５年第１２回大分市教育委員会を開会いたしま

す。                  （午後３時００分 開会） 

本日は、傍聴者の方がおられるようですが、遵守事項に従って、静

粛に傍聴いただきますようお願いいたします。 

本日は、廣津留委員がこの場に参集することができないため、大分

市教育委員会会議規則第２条の２第１項の規定により、インターネッ

トを利用した方法による会議の参加を認めています。 

それでは、会議に先立ち署名委員を三番委員、四番委員にお願いし

ます。 

それでは、ただいまより議案審議に入ります。 

教議第７９号「大分市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区

域に関する規則の一部改正について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第７９号「大分市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区

域に関する規則の一部改正について」ご説明申し上げます。 

本案は、住居表示の実施に伴い、小学校、中学校及び義務教育学校

の通学区域の改正を行おうとするものでございます。 

改正の具体的な内容は、住居表示の実施により、大分市大字猪野の

一部区域の名称が「新明治一丁目～六丁目」に、大字田原、大字小野

鶴、大字市、大字木上の一部区域の名称が「萌葱台一丁目・二丁目」
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教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

次長兼 

学校施設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に変更されます。また、別表中の表現を統一するために、「星和台一

丁目、星和台二丁目、敷戸台一丁目、敷戸台二丁目」を「星和台一丁

目・二丁目、敷戸台一丁目・二丁目」に変更し、当該住所を含む通学

区域の規定を改正し、住居表示の告示日である令和６年１月６日より

施行しようとするものでございます。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第７９号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第８０号「教育財産の用途廃止について」を議

題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第８０号「教育財産の用途廃止について」ご説明申し上げま

す。 

本案は、国宗教育委員会所有地を用途廃止することについてご決定

をいただこうとするものでございます。 

令和３年６月、大分県教育委員会から、右上の緑色で示しておりま

す大分支援学校の児童生徒数の急増により、同支援学校に隣接する大

分鶴崎高校第２グラウンドに新校舎建設を計画していることから、左

側のピンク色でお示ししている国宗教育委員会所有地をその代替グラ

ウンドとして取得したい旨の要望書が提出されました。 

これを受け、令和４年３月、大分市公有財産有効活用等庁内検討委

員会にて、「国宗教育委員会所有地は大分県へ有償譲渡する」との方

針を決定しており、本方針に基づき、右下に示しております、黄色及

び赤色で示した部分について用途廃止し、管財課へ所管換えを行おう

とするものでございます。 

以上でございます。 
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教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第８０号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第８１号「大分市公民館管理規則の一部改正に

ついて」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第８１号「大分市公民館管理規則の一部改正について」ご説明

申し上げます。 

本案は、大分市大分中央公民館の大分市荷揚複合公共施設への移転

に伴い、現在、コンパルホール条例施行規則において規定している休

館日の規定を他の地区公民館と同様に大分市公民館管理規則において

規定するなど、所要の改正を行うものでございます。 

以上でございます。  

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第８１号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第８２号「大分市公民館運営審議会委員の委嘱

及び任命について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第８２号「大分市公民館運営審議会委員の委嘱及び任命につい

て」ご説明申し上げます。 

本案は、大分東部公民館の運営審議会委員の任期が１２月末で満了

となりますことから、次期運営審議会委員を委嘱及び任命いたした

く、ご決定をいただこうとするものでございます。 
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教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

副館長兼 

美術振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

全委員 

なお、委員の任期は、令和７年１２月３１日までとなっておりま

す。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第８２号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第８３号「市長の権限に属する事務の一部の委

任に関する協議について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第８３号「市長の権限に属する事務の一部の委任に関する協議

について」ご説明申し上げます。 

令和６年４月１日より供用開始する大分市荷揚複合公共施設の管理

運営に関する事務については、市長の権限となっております。荷揚複

合公共施設内のコモンスペース及び実技室においては、市民の芸術文

化活動の振興を図り、市民文化の向上に寄与するとともに、中心市街

地の賑わいの創出に資することを目的としております。 

このような中、隣接するアートプラザと施設間の連携による市民の

文化・芸術活動の発表及び鑑賞の場の創出をはじめ、市民ギャラリー

機能の機能的連携も期待されるところであり、コモンスペース等の管

理及び運営に関する事務をアートプラザと併せて教育委員会が行うこ

とが効果的であると考えられます。そのため、地方自治法第１８０条

の２の規定に基づき、当該事務の教育委員会又は教育長への委任に関

することについて、市長と協議を行うことについて、ご決定をいただ

こうとするものでございます。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 
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教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

全委員 

教育長 

 

全委員 

教育長 

教育長 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

それでは採決いたします。教議第８３号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教報議第１８号「大分市公民館運営審議会委員の委

嘱について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教報議第１８号「大分市公民館運営審議会委員の委嘱について」ご

説明申し上げます。 

本案は、大分市公民館運営審議会委員につきまして、選出団体での

役員交代に伴い、後任の委員の委嘱を行いましたので、ご報告し、ご

承認をいただこうとするものでございます。 

なお、今回委嘱いたしました委員の任期は、前任者の残任期間とな

っております。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教報議第１８号は原案のとおり承認する

ことにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり承認されました。 

それでは次に、報告事項の説明をお願いします。 

報告事項１点目「大分市奨学資金制度検討委員会について」ご説明

申し上げます。 

本件につきましては、令和５年第３回及び第１１回定例の本委員会

におきまして、経過をご報告させていただいておりますが、１２月１

８日に協議内容をまとめた「中間報告書」が検討委員会より教育長に

提出されましたので、その内容についてご報告申し上げます。 

まず、本市奨学資金制度の概要とその現状と課題が記載されており

ます。 
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教育長 

全委員 

教育長 

体育保健課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、大分市を取り巻く社会情勢等として、大分市の人口の推移

や、社会動態や自然動態の状況が記載されております。 

次に、国や地方公共団体における奨学金制度等の状況について記載

されております。 

また、本市が市内の高校生や保護者に対して実施したアンケートの

調査結果がまとめられています。 

これらを踏まえて、新たな奨学資金制度について、提案をうけてお

ります。 

１貸与金額の学費につきまして、これまで５０万円と記載していた

ところを「年額５０万円」とし、その下に「・貸与期間は進学先の最

短修業期間」を加筆しております。その他につきましては、第１１回

定例の本委員会でご報告した内容から変更はございません。 

今後につきましては、本中間報告書をもとに、本市教育委員会の新

たな奨学資金制度の素案を作成した後、１２月末から１か月間パブリ

ックコメントを実施し、その結果を踏まえて、検討委員会での協議を

行い、「最終報告書」を教育長に提出いただくこととしております。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項２点目「令和５年度全国・大分県の体力・運動能力等調査

における大分市の結果について」ご報告申し上げます。 

当該調査につきましては、一番上の枠にありますように、握力、上

体起こし、長座体前屈、反復横とび、２０ｍシャトルラン、５０ｍ

走、立ち幅跳び、ボール投げなど８つのテスト項目を、小学校１年生

から中学校３年生までの全児童生徒を対象に実施しております。 

２段目のグラフは、小学校及び中学校における総合評価の段階別割

合の年度ごとの推移を表したものでございます。 

この「総合評価」につきましては、枠内に記載しておりますとお

り、８つのテスト項目の成績を年齢および性別ごとに区分した項目別
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の得点表に当てはめ、１点から１０点の１０段階で点数化し、その

後、８つのテスト項目の合計点を同じ枠内の下の図にあります年齢別

の総合評価基準表に当てはめ、ＡからＥの５段階で総合評価を行うも

のでございます。 

次に、「大分市児童生徒の総合評価Ｃ以上の推移」をご覧くださ

い。 

これは、平成２７年度から令和４年度までの当該調査における、本

市児童生徒の総合評価Ｃ以上の割合、いわゆる「高体力層」と考えら

れる児童生徒の割合の年度ごとの推移を表しています。なお、令和２

年度は、新型コロナウイルス感染症拡大のため調査を中止しておりま

す。 

令和５年度は小学校が７９．６％、中学校が８３．７％で、前年度

の数値と比較しますと、小学校でマイナス０．２ポイント、中学校で

マイナス１．３ポイント下回る結果となりました。 

分析といたしましては、右側の枠内に記載していますとおり、新型

コロナウイルス感染症の運動制限等の影響を受け、本市の総合評価

「Ｃ」以上の割合は減少しておりますが、項目ごとに全国平均値と比

較しますと、全国平均値を上回る項目の割合が全体的に増加しており

ます。このことから、児童・生徒の体力・運動能力は全国的に低下し

ているものの、本市の児童・生徒における低下の割合は全国よりも小

さいと考えられます。 

今後の対策といたしましては、まず、教員の指導力向上に向け、体

育専科教員等の実践事例や効果的な指導方法を指導してまいります。

課題となっております５０メートル走につきまして、今年度は、７割

以上の小中学校において、昨年度と比べ記録の向上が見られているこ

とから、「ジャンプ」「もも上げ」「腕ふり」の補強運動に継続して

取り組むなど、「走力」の向上に努めてまいります。 

次に、体力向上プランの見直しにつきましては、児童生徒の体力状

況等について分析し、引き続き全教職員による組織的かつ継続的な取

組を講じ、課題の克服に努めてまいります。 
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教育長 

委員 

体育保健課長 

教育長 

全委員 

教育長 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

全委員 

さらに、学校への訪問指導につきましては、管理職や体育主任との

意見交換や指導助言を行い、授業を支援する体制を充実させ、児童生

徒にとって魅力のある授業づくりに努めてまいります。 

最後に下段の３枚の写真をご覧ください。 

まず左の写真は、本市の課題である走力向上を目指し、地域の指導

者を招聘し、「大分っ子体力アップわくわく事業」において陸上運動

に取り組む様子、中央の写真は、バトンをロープに通し、上方に投げ

ることで「投力」向上を目指し、平成２９年度から３０年度にかけて

全小学校に配置しているバトンスローの様子、右の写真は、体育専科

教員配置校で取り組んでいる持久力等の向上を目指し、縄跳び名人に

挑戦している児童の様子でございます。 

今後とも、教育委員会と学校が連携し、運動をすることが好きな児

童生徒の育成を目指した体育・保健体育の授業に取り組むとともに、

さらなる体力向上に努めてまいります。  

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

全国の結果などは、いつ頃発表されるのでしょうか。 

例年、１２月の最後の週あたりに発表されております。 

他にご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項３点目「令和５年請願第１号 教職員が保護者や地域とつ

ながり、地域に根差した学校教育活動ができるための環境づくりを求

める意見書提出方について」ご報告申し上げます。 

令和５年２月２１日付で提出された当該請願につきましては、令和

５年第４回市議会定例会文教常任委員会におきまして、継続審査と決

定されましたことを報告いたします。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 
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教育長 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

全委員 

教育長 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

全委員 

教育長 

教育部長 

 

 

 

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項４点目「令和５年第４回市議会定例会における一般議案等

について」ご報告申し上げます。 

教育委員会関係の議案としまして、「大分市荷揚複合公共施設条例

の制定について」、「大分市立学校職員の給与に関する条例の一部改

正について」、「公の施設に係る指定管理者の指定について」の３議

案がございました。 

内容につきましては、１１月定例の本委員会でご説明し、ご決定を

いただいたものでございまして、原案どおり可決し、成立しましたこ

とをご報告申し上げます。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項５点目「令和５年度１２月補正予算について」ご報告申し

上げます。 

教育委員会所管分の１２月補正額は、２億３,６５１万６千円の増額

で、補正後の額は、１９７億７,２５９万１千円となっております。 

内容につきましては、令和５年１１月定例の本委員会でご説明し、

ご決定をいただいたとおりでございます。 

補正予算案は、市全体として原案どおり可決され、成立いたしまし

たことをご報告申し上げます。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項６点目「令和５年第４回市議会定例会における質問・答弁

事項について」ご報告申し上げます。 

（概要について説明） 

以上でございます。 
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教育長 

委員 

教育部長 

 

委員 

 

教育部長 

 

委員 

 

教育部長 

 

委員 

 

教育部長 

教育長 

委員 

 

教育部長 

 

 

委員 

 

教育部長 

 

 

 

 

教育長 

体育保健課長 

ご質問などございませんか。 

この資料は議員にも渡すのでしょうか。 

既に答弁していることを記した資料となりますので、お渡しするこ

とはございません。 

調査研究を行うといった記述がありますが、進捗状況等をフィード

バックするということでしょうか。 

そのように答弁した部分につきましては、１年後を目途に進捗状況

をお伝えしております。 

質問した議員本人に返すのでしょうか。それとも全体に返すのでし

ょうか。 

議員本人にお返しする場合もございますし、書面などで全体にお返

しする場合もございます。 

進捗状況をフィードバックする際には、私たちにも教えていただけ

ればと思います。 

わかりました。 

他にご質問などございませんか。 

給食について何名か質問されているようですが、給食費の無償化の

方向性について教えていただけますでしょうか。 

中学生につきましては、この３学期から無償といたします。小学生

につきましては、今後、調査検討してまいりますが、財源的にも中学

生のおおよそ倍は必要であることから大きな額となります。 

保護者にとっては期待が大きいことから、進捗状況をアナウンスす

る方法があってもよいと思います。 

無償とすることにつきまして、非常に大きな財源を伴いますので、

明確に断言できない部分がございます。また、無償とすることや物価

高騰に伴う保護者の負担軽減等につきましては、国でも議論されてお

りますので、今後とも情報収集に努め、調査研究してまいりたいと答

弁しております。 

体育保健課長からありませんか。 

現在、学校給食についての文部科学省の全国調査に本市も回答して
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教育長 

委員 

 

 

学校教育課長 

委員 

学校教育課長 

教育長 

委員 

 

 

 

 

体育保健課長 

 

 

 

委員 

教育長 

 

体育保健課長 

教育長 

全委員 

教育長 

副館長兼 

美術振興課長 

教育長 

おり、今後、結果が発表されるものと考えております。また、全国に

は給食を行っていない地域もあるなど、地域による違いも含めて調査

検討しているところでございます。 

他にご質問などございませんか。 

生徒会選挙で授業支援アプリを使用して投票していたという記事を

新聞で拝見したのですが、これは最近、一度だけのことなのでしょう

か。 

複数校で行われていたということを把握しております。 

今年だけの話なのでしょうか。 

把握しているのは、今年だけでございます。 

他にご質問などございませんか。 

質問の内容とは異なるのですが、ここ数日、薬を大量に服用するオ

ーバードーズが小学生に広がっているというニュースを見て、大変驚

いております。ＳＮＳで広がり、小学生が病院に搬送されたというこ

とでしたが、注意喚起をするべきなのかということも含めて、今時点

の見解をお聞かせください。 

ニュースで報じられていたことは承知しております。現在のとこ

ろ、学校に具体的な通知等を行っておりませんが、学校においては薬

物乱用の防止について指導しているところであり、引き続き注視して

まいります。 

アンテナを高くしていただければと思います。 

現時点で、学校から事例報告はないということでよろしいでしょう

か。 

報告はございません。 

他にご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

予定されていた報告事項は以上ですが、他に何かございませんか。 

（お知らせ） 

特別展「須田国太郎の芸術-三つのまなざし-」について  

ご質問などございませんか。 
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全委員 

教育長 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

全委員 

教育長 

全委員 

教育長 

 

（なしとの声） 

他に何かございませんか。 

１月の教育委員会の日程等につきましてお知らせをいたします。 

１月３１日水曜日午後３時から定例教育委員会を開催いたしますの

でよろしくお願いいたします。 

その他の予定でございますが、１月２３日火曜日に令和５年度の第

１回教育懇談会を坂ノ市中学校にて行います。詳細につきましては、

この後、担当からご説明いたしますので、会議終了後にお時間をいた

だきたくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

 （了承） 

他に何かございませんか。 

（なしとの声） 

これをもちまして、本日の会議を閉会いたします。 

        （午後３時４７分 閉会） 

 

 


